
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されてい
ます。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めた場合も同
様です。

▶問い合わせ　選挙管理委員会（内線219）

A
Q 禁止されていることは、どんなことですか？

政治家から寄附を受け取ることです。
有権者が求めることも禁止されています。

×次のものを贈ったり、求めたり、受け取ったりしてはいけません

お歳暮やお年賀 入学・卒業祝い 病気見舞い 葬式の花輪・供花
落成式・開店
祝いの花輪

秘書などが代理
で出席する場合
の結婚祝い

秘書などが代理
で出席する場合
の葬式の香典

町内会の資金や
旅行などの催し
物への寸志や飲
食物の差し入れ

祭りへの寄附や
差し入れ

地域の運動会や
スポーツ大会へ
の寸志や飲食物
の差し入れ

禁止されている主な行為はこちら
■1政治家の寄附の禁止
政治家（候補者、候補者になろうとする者。現に公
職にある者）は、選挙区内の人や団体に対して寄附を
すると処罰されます。

■2政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で
寄附を求めると処罰されます。※「威迫」とは、「人を脅
して従わせようとすること」をいいます。

■3政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏
名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

■4後援団体の寄附の禁止
後援団体（いわゆる後援会）が、花輪、香典、祝儀な
どを出すと処罰されます。

■5年賀状などのあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状などのあいさつ状（答礼のための自
筆によるものを除く）を出すことが禁じられています。

■6あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと
処罰されます。

寄附禁止のルールを守って、
明るい選挙を実現しましょう。
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忍城おもてなし甲冑隊
第参回全国武将隊天下一決定戦－宴－
決勝大会に進出決定

忍
城
お
も
て
な
し
甲
冑
隊
が
日
本
一
の
武
将
隊
を
決
め
る
大
会

「
全
国
武
将
隊
天
下
一
決
定
戦
予
選
大
会
」
に
出
場
し
、
見
事
決
勝

大
会
進
出
を
果
た
し
ま
し
た（
写
真
①
〜
⑤
は
予
選
大
会
の
様
子
）。

9
月
15
日
、
名
古
屋
市
で
行
わ
れ
た
同
決
定
戦
の
予
選
大
会
に

は
、
織
田
信
長
や
伊
達
政
宗
な
ど
歴
史
上
有
名
な
人
物
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
武
将
隊
が
出
場
。
そ
ん
な
中
、
わ
れ
ら
が
忍
城
お
も
て

な
し
甲
冑
隊
も
初
出
場
し
、
力
強
く
、
美
し
く
、
そ
し
て
ユ
ー
モ

ア
あ
ふ
れ
る
演
舞
を
披
露
し
ま
し
た
。
こ
の
完
成
度
の
高
い
演
舞

が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
決
勝
大
会
に
進
出
を
決
め
た

甲
冑
隊
。
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

の
も
の
と
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。
決
勝
大
会
は
来
年
の
1
月
24
日

㈯
に
東
京
で
行
わ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
会
場
に
足
を

運
ん
で
甲
冑
隊
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
商
工
観
光
課
観
光
担
当
（
内
線
3
8
9
）
ま
た
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局
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5
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1
1
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第参回全国武将隊天下一決定戦
―宴― 決勝大会

▶日時　平成27年1月24日㈯午後6時開演
▶場所　新宿文化センター大ホール（東京都新
　宿区6―14―1）
▶入場料　5,600円（全席指定、消費税込み）
▶チケット申し込み　チケットぴあに電話（☎
　0570― 02―9999）で申し込み、または最
　寄りのチケットぴあスポット、サークルＫ・サ
　ンクス、セブン-イレブンで購入してください。
▶その他　イベントの詳細は、天下一決定戦
　「宴」特設サイトをご参照ください。
▶問い合わせ　名古屋おもてなし武将隊事務局
　☎052―961―2022（土・日曜日、祝日を除く）

祝


